
 

事 務 連 絡 

令和８年３月 27 日 

 

地方厚生（支）局保険年金（企業年金）課長 殿 

 

 

厚 生 労 働 省 年 金 局  

企業年金・個人年金課長 

 

 

確定拠出年金Ｑ＆Ａの改正について 

 

 

「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を

改正する等の法律」（令和７年法律第74号）が令和７年６月20日に公布されたとこ

ろであるが、今般、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民

年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」

（令和８年政令第43号）が令和８年３月18日に、「国民年金基金規則等の一部を改

正する省令」（令和８年厚生労働省令第48号）が本日、公布され、令和８年４月１

日より施行することを踏まえ、厚生労働省ホームページに掲載されている「確定拠

出年金Ｑ＆Ａ」について、別添のとおり改正し、令和８年４月１日より適用するこ

ととしたので、よろしくお取り計らい願いたい。 

 



 
別 添 確定拠出年金Ｑ＆Ａ 新旧対照表 

新 旧 

No. 項 目 質 問 事 項 回 答 備 考 No. 項 目 質 問 事 項 回 答 備 考 

（削

る） 

（削る） （削る） （削る） （削る） 

71-

5 

〃 

マッチング拠出をする場

合、事業主掛金の額と加入

者掛金の額の比較はいつの

時点で行うのか。 

加入者掛金の拠出ごとに、

企業型掛金拠出単位期間内

でそれまでに拠出してきた

加入者掛金の累積総額が、

当該期間内でそれまでに拠

出してきた事業主掛金の累

積総額を超えないかどうか 

比較する。 

法３条３

項７号の

２ 

法令解釈

通知第１

－３（５ 

） 

71-5 

〃 

加入者掛金額は、企業型掛

金拠出単位期間の全拠出区

分期間につき指定する必要

があるか。 

必要がある。一部の拠出区

分期間において加入者掛金

を拠出しない場合は、当該

拠出区分期間の額を０円と

指定することもできる。 

法３条３

項７号の

２ 

法令解釈

通知第１

－３（５ 

） 

71-

5-1 

〃 

加入者掛金額は、企業型掛

金拠出単位期間の全拠出区

分期間につき指定する必要

があるか。 

必要がある。一部の拠出区

分期間において加入者掛金

を拠出しない場合は、当該

拠出区分期間の額を０円と

指定することもできる。 

法３条３

項７号の

２ 

法令解釈

通知第１

－３（５ 

） 

71-6 

〃 

①加入者掛金を、（１）令第

６条第４号ハに該当する場

合は、加入者掛金は事業主

掛金と同額にする、（２）規

則第４条の２第１号に該当

する場合は、加入者掛金は

令第１１条又は第１１条の

２に定める拠出限度額から

事業主掛金を控除したもの

とする旨を予め規約に定め

ておけば、事業主は加入者

からの変更指図なく当該金

額に変更することは可か。

（当該金額は規約に定めた

掛金の選択肢とは異なるも

のとなるが問題ないか？） 

加入者掛金は令第１１条又

は第１１条の２に定める拠

①変更は可能であり、当該

金額が規約に定めた掛金の

選択肢とは異なるものとな

るが問題ない。 

②規約に定めることによ

り、自動的に引き下げた加

入者掛金額を翌拠出単位期

間の同区分期間に適用する

ことは可能。この場合、元の

届出した加入者掛金の額に

戻すには企業型掛金拠出単

位期間につき１回の変更に

カウントされる。 

法３条３

項７号の

２ 

法令解釈

通知第１

－３

（６） 

71-6 

〃 

①加入者掛金を、（１）令第

６条第４号ハに該当する場

合は、加入者掛金は事業主

掛金と同額にする、（２）規

則第４条の２第１号に該当

する場合は、加入者掛金は

令第１１条又は第１１条の

２に定める拠出限度額から

事業主掛金を控除したもの 

とする旨を予め規約に定め

ておけば、事業主は加入者

からの変更指図なく当該金

額に変更することは可か。

（当該金額は規約に定めた

掛金の選択肢とは異なるも

のとなるが問題ないか？） 

加入者掛金は令第１１条又

は第１１条の２に定める拠

①変更は可能であり、当該

金額が規約に定めた掛金の

選択肢とは異なるものとな

るが問題ない。 

②規約に定めることによ

り、自動的に引き下げた加

入者掛金額を翌拠出単位期

間の同区分期間に適用する

ことは可能。この場合、元の

届出した加入者掛金の額に

戻すには企業型掛金拠出単

位期間につき１回の変更に

カウントされる。 

また、事業主掛金の額が引

き上げられたことにより、

事業主掛金の額と加入者掛

金の額との合計額が拠出限

度額を超えることとなる場

法３条３

項７号の

２ 

法令解釈

通知第１

－３

（６） 



 
新 旧 

No. 項 目 質 問 事 項 回 答 備 考 No. 項 目 質 問 事 項 回 答 備 考 

出限度額から事業主掛金を

控除した額を超えない加入

者掛金選択肢のうち、加入

者が選択した額とすること

は可能か。 

②事業主掛金の額が引き上

げられたことにより、事業

主掛金の額と加入者掛金の

額との合計額が拠出限度額

額を超えないように規約に

おいて自動的に加入者掛金

の額を変更する場合、翌企

業型掛金拠出単位期間では

引き下げられた額が適用さ

れ、元の届出した加入者掛

金の額に戻すには企業型掛

金拠出単位期間につき１回

の変更にカウントされるの

か。 

出限度額から事業主掛金を

控除した額を超えない加入

者掛金選択肢のうち、加入

者が選択した額とすること

は可能か。 

②事業主掛金の額が引き下

げられることにより、加入

者掛金の額が事業主掛金の

額を超えないように規約に

おいて自動的に加入者掛金

の額を変更する場合、翌企

業型掛金拠出単位期間では

引き下げられた額が適用さ

れ、元の届出した加入者掛 

金の額に戻すには企業型掛

金拠出単位期間につき１回

の変更にカウントされるの

か。 

合も同様の取扱いになる。 

71-

11 

〃 

年単位化を実施している規

約について、拠出中断事由

に該当することにより事業

主掛金が拠出されない期間

は、加入者掛金も拠出する

ことができないことになる

のか。 

加入者掛金を拠出すること

は可能。ただし、事業主掛金

が拠出されない期間につい

て、拠出限度額は累積され

ないことに留意されたい。 

法３条３

項７号の

２ 

71-

11 

〃 

拠出中断事由に該当するこ

とにより事業主掛金が拠出

されない場合には、加入者

掛金も拠出することができ

ないことになるのか。 

加入者掛金を拠出すること

は可能だが、加入者掛金の

額と事業主掛金の額の比較

について注意が必要。 

※71-5も参照。 

法４条１

項３号の

２ 

71-

11-1 
〃 

各月拠出の規約について、

事業主掛金が０円の場合、

加入者掛金のみ拠出するこ

とは可能か。 

不可。 〃 
（

新

規

） 

（新規） （新規） （新規） （新規） 



 
新 旧 

No. 項 目 質 問 事 項 回 答 備 考 No. 項 目 質 問 事 項 回 答 備 考 

（削

る） 

（削る） （削る） （削る） （削る） 

71-

14 

〃 

事業主掛金増額により加入

者限度額が増額する場合、

あわせて加入者掛金額が自

動的に増額することはなく

ても、差し支えないか。 

差し支えない。事業主掛金

が増額したことにより加入

者掛金額の届出額を増額す

る場合、加入者の意思に基

づき企業型掛金拠出単位期

間につき１回の変更により

増額することとなる。 

法２１条

の２ １

項 

71-

14 
〃 

中断（加入者掛金の０円選

択）と停止（マッチング未実

施）は別との認識でよいか。 

停止・中断という概念は無

い。加入者掛金の額が０円

の場合は、すべて停止（マッ

チング未実施者）とする。 

法２１条

の２ １

項 

71-

15 
〃 

中断（加入者掛金の０円選

択）と停止（マッチング未

実施）は別との認識でよい

か。 

停止・中断という概念は無

い。加入者掛金の額が０円

の場合は、すべて停止（マッ

チング未実施者）とする。 

〃 

71-

15 

〃 

１２月から翌年１１月の間

の途中に加入者資格を喪失

した場合は、事業主掛金と

同様、加入者掛金について

も資格喪失時に拠出が必須

との理解でよいか。 

加入者掛金については加入

者の任意の拠出となる。 

〃 

71-

15-

1 
〃 

１２月から翌年１１月の間

の途中に加入者資格を喪失

した場合は、事業主掛金と

同様、加入者掛金について

も資格喪失時に拠出が必須

との理解でよいか。 

加入者掛金については加入

者の任意の拠出となる。 

〃 

71-

17 

〃 

加入者掛金の拠出区分期間

が事業主掛金の拠出区分期

間と一致している必要はな

いとの理解でよいか。 

よい。 法３条３

項７号の

２ 

法令解釈

通知第１

－３（６） 

71-

17 

〃 

加入者掛金の拠出区分期間

が事業主掛金の拠出区分期

間と一致している必要はな

いとの理解でよいか。 

よい。 法４条１

項３号の

２ 

法令解釈

通知第１

－３（６） 

119 

〃 

法令解釈通知第１１－１に

おいて「事業主は、加入者の

資格の喪失が見込まれる場

合には、その資格の喪失が

見込まれる加入者に対し

て、次の事項等について十

分説明すること。」とある

が、「等」には、どのような

加入者又は運用指図者とな

るための手続き等が含まれ

る。 

法２２条 

令４６条

の２ 

法令解釈

通知第１

１－１ 

119 

〃 

法令解釈通知第１１－１に

おいて「事業主は、加入者

が資格を喪失した場合に

は、当該資格喪失者に対し

て、次の事項等について十

分説明すること。」とある

が、「等」には、どのよう

なものが含まれるか。 

加入者又は運用指図者とな

るための手続き等が含まれ

る。 

法２２条 

令４６条

の２ 

法令解釈

通知第１

１－１ 



 
新 旧 

No. 項 目 質 問 事 項 回 答 備 考 No. 項 目 質 問 事 項 回 答 備 考 

ものが含まれるか。 

（削

る） 

（削る） （削る） （削る） （削る） 

232

-2 

〃 

中小事業主掛金の拠出を始

める場合、厚生労働大臣と

国民年金基金連合会のそれ

ぞれに届け出る必要がある

のか。 

厚生労働大臣と国民年金基

金連合会のそれぞれに届け

出る必要はあるが、届出は、

国民年金基金連合会にまと

めて届け出ればよい。 

法６８条

の２ ６

項 

規則５６

条の８ 

232-

11 

〃 

二以上の厚生年金適用事業

所に使用される者につい

て、例えばＡ事業所では企

業型ＤＣの加入者、Ｂ事業

所では中小事業主掛金納付

制度の対象者のように、企

業年金制度と中小事業主掛

金納付制度の両方に加入し

ていることも想定される

が、当該者にかかる掛金の

総額が拠出限度額を超える

場合にはどのように減額を

行うのか。 

 

国民年金基金連合会は個人

型年金規約に基づき、加入

者掛金額変更届の提出がな

くても、当該者の拠出限度

額の範囲内となるよう、加

入者掛金を引下げる。加入

者掛金を 1,000 円まで減額

しても拠出限度額を超える

場合は、中小事業主が国民

年金基金連合会へ中小事業

主掛金変更届を提出するこ

とで中小事業主掛金の引下

げを行う。 

なお、国民年金基金連合会

へ届出を行う際には、中小

事業主掛金は労使の同意の

もと拠出しているものであ

ることから、拠出限度額を

超えないように中小事業主

掛金を減額する場合には当

該者へ説明をしていること

が望ましい。 

法６８条

の２ 

法６９条 

規則５６

条の８ 

（

新

規

） 

（新規） （新規） （新規） （新規） 

 


